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１　趣旨
　　公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。）が改正され、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました（入札契約適正化法第12条）。
そのため工事内訳書への記載が必要となったため、別添資料の通り、工事内訳書を変更する。

２　工事内訳書の変更について
　　別添資料のとおり

３　対象等
　　２００万円以上の公共工事
　　（工事に掛かる業務委託、随意契約については対象外）

４　実施期間
　　令和８年4月1日より
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